
申請前のチェックフロー

１．浄化槽を設置している建物は、浄化槽区域（下水道区域外）にありますか？

はい いいえ

２．浄化槽を設置している建物は、以下のいずれかに当てはまりますか？

ア）自己の居住を目的とした住宅（専用住宅）

イ）延べ床面積２分の１以上を自己の居住の用に供する併用住宅（住居兼店舗など）

ウ）自治会館等の集会施設

はい いいえ

３．２．でア）、イ）に該当する方、丹波篠山市に住所を有していますか？　 ウ）の場合は４．へ

はい いいえ

４．保守点検・清掃（抜取り）・法定検査のすべてを申請日の直近一年以内に実施しましたか？

はい いいえ

５．法定検査の結果が「適正」か「おおむね適正」でしたか？

はい いいえ

「不適正」の理由が、浄化槽設備の不良であり、修繕または交換により改善する

ことが見込めますか。

はい いいえ

以下の必要書類をそろえて申請して下さい。

(1)　直近１年以内に清掃業者が発行した浄化槽清掃記録票の写し

(2)　直近１年以内に浄化槽点検業者が発行した浄化槽保守点検記録票（３回分以上）の写し

(3)　直近１年以内に受けた法定検査の結果の写し

(4)　修繕に要した額の明細書及び領収書の写し　（領収書がない場合は、振替払込領収書の写し

　　　など支払済であることの分かるものであれは可）

(5)　市税納税証明書(申請書提出の3箇月以内に発行されたもの)

(6)　その他市長が必要と認める書類

残念ながら申請できません。
原則、下水道区域にある建物については下水道への接続を推奨
しており、助成できません。
※立地的に接続が困難なため浄化槽を設置されている場合はこ
の限りではありません。

残念ながら申請できません。
事業所、営業用を主たる目的とする建物は対象外です。

残念ながら申請できません。

清掃、保守点検未実施による不適正の場合、残念ながら申請で
きません。
未実施の場合は直ちに実施して下さい。

残念ながら申請できません。
保守点検、清掃、法定検査の実施は法律で決めらていますの
で、適正に実施して下さい。



（参考）

（参考）

保守点検 ・・・・・兵庫県登録の浄化槽保守点検業者

清掃 ・・・・・丹波篠山市登録の浄化槽清掃業者

法定検査 ・・・・・兵庫県指定の検査機関（兵庫県水質保全センターの１社のみ）

合併処理浄化槽の保守点検回数

処理方式 浄化槽の種類 期　間 年　間

１　処理対象人員が２０人以下の浄化槽 ４ヶ月 　３回以上

２　処理対象人員が２１人以上５０人以下の浄化槽 ３ヶ月 　４回以上

活性汚泥方式 １週間 ５２回以上

１　砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有す
る浄化槽

１週間 ５２回以上

２　スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽
を有する浄化槽（１に掲げるものを除く。）

２週間 ２６回以上

３　１及び２に掲げる浄化槽以外の浄化槽 ３ヶ月 　４回以上

回転板接触方式、
接触ばっ気方式又は
散水ろ床方式

分離接触ばっ気方式、
嫌気ろ床接触ばっ気方式又は
脱窒ろ床接触ばっ気方式


